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平成 29 年 12 月 第 9 回定例役員会議事録
（平成 29 年 12 月 10 日 於；青木平区民館）

出席者 （役員会）：区長、第 1 町内会長、第 2 町内会長、会計、理事、監事、各班班長
副区長：欠、班長：欠 1 名

報告事項について
区長より区外及び区内の活動に関して以下の報告がありました。

1. 第 38 回環境衛生自治推進協会『ごみ一掃作戦』（秋の一斉清掃活動）について
実施日：11 月 19 日(日) 予定通り実施されました。

役員の協力もあり、ゴミの仕分け作業は短時間の内に終了することができました。

2. 社協主催 グラウンド・ゴルフ大会について
実施日：11 月 19 日（日） 富士フイルムパーク（当初実施予定日は 18日（土）雨天順延）

青木平区より体育委員と『青木平グラウンド・ゴルフサークル』メンバーが中心となり、14 名の方が
参加致しました

3. 『防犯まちづくり』推進講座参加について
『防犯まちづくりに向けての人材の育成』を目的に 4 回シリーズで開催されています。
青木平区からの推薦として第 1 町内会長の田中さんがこの講座に出席しています。

4. 防災訓練説明会および地域防災訓練について
(1) 防災訓練説明会の実施：11 月 26 日（土） 午前 9時 00 分から 11 時 00 分

予定通り、防災委員を対象とした、防災訓練説明会が実施されました。

(2) 地域防災訓練実施について

実施日：12月 3 日（日）午前 9 時 00分～11 時 50分まで

1) 前回同様（8 月総合防災訓練）実際の火災発生を想定し、消火ホースを複数本接続した放水訓
練、および放水時の合図の連携訓練を実施。 消防団第六分団青木の協力、指導を頂きました。

2) AED 操作訓練の継続実施。日赤ボランティア 3 名の方が操作指導を行いました。

3) 12 月 3 日（日）の地域防災訓練参加者 246名。

4) 避難訓練では、「災害時要援護者」への声かけは概ね徹底が図られました。

過去 1 年間の防災訓練の参加者の推移

平成29年度青木平区地域防災訓練集計表　【本部用】 （訓練実施年月日）　平成29年　12月　03日　　　天候（　　晴れ　　）

男性 女性 合計 小 中 高 対象者 在宅者

1町内 62 55 117 32 4 2 4 107 13 9

2町内 62 67 129 40 11 8 1 110 6 3

合計 124 122 246 72 15 10 5 217 19 12

2017年12月03日現在 29.3% 6.1% 4.1% 2.0% （含む非会員　7）

250

131

119

世帯数
黄色いハン

カチ掲出数

要援護者支援、声掛け確認

町内
参加人数 65歳以上

乳幼児
（小学生以下）

学生参加人数

年度 H28総合 H28地域 H29総合 H29地域

参加者 228 227 231 246
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 役員会

1. 非会員・空き屋・空き地（売地）調査について
調査目的
1) 青木平区内の居住状況の全体を把握し、災害時における安否確認資料として利用
2) 空き家、空き地（売地）の状況把握し、増減の推移を確認していく。

調査表の提出期限：1 月 14 日（日） 調査用紙は 1 月の役員会で回収させて頂きます。

2. 『どんど焼き』について

実施日時：平成 30 年 1 月 7 日(日) 午前 10 時 00 分～ 青木平中央公園

(1) 『どんど焼き』は時間通り、午前 10 時から行います。

準備のため早めに火を付けますが、10 時までお飾り等の火中投げ入れや餅焼きは行いません。

当日雨天の場合は 1 月 8 日（月）に順延。 ＊小雨の場合が実施します。

午前 8 時迄に町内会長を通じて各班長に連絡します。＊各班長は連絡網等で班員に順延を連絡。

(2) 当日の準備（都合の付く方は、是非協力願います。）

3. 富丘地区『福祉ネットワーク部会 “見守り活動研修会』について

実施日時：平成 30 年 1 月 21 日（日） 13:30～16:00 総合福祉会館 安藤記念ホール

青木平区の執行委員及び役員（各班長）はなるべく都合を付け、参加してください。

 各班 1 名以上（執行委員及び役員（班長）を除く）の参加をお願いします。

 各班 1 月 10 日（水）までに濱田町内会長に参加者を連絡ください。

4. 平成 29 年度 青木平区の役員、委員改選候補について
2 月の役員会（2 月 11 日（日））で報告願います。

(a) ２月中に市へ委嘱委員の名簿提出が必要となるため。

(b) 定期総会議案書作りの日程が厳しく、書類、原稿作りに負荷が掛かるため、早めに役員名簿が
必要となるため。

5. その他  

『訃報電話連絡』の廃止について（別紙参照）

以上


